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○

消
費
者
安
全
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
都
道
府
県
知
事
又
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
置
く
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
す

（
都
道
府
県
知
事
又
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
置
く
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
）

る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
）

第
十
条

法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
消
費
生
活
セ
ン

第
十
条

法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
を
置
く
市
町
村
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
行

タ
ー
を
置
く
市
町
村
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
行

う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
事
務
所
、
事
業
所

当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
に
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行

そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道

う
場
所
が
所
在
す
る
事
業
者
に
対
し
、
報
告
を
求
め
、
当
該
場
所
の
立
入
調
査
及
び

府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
立
入
調
査
及
び
質
問

質
問
を
し
、
並
び
に
物
品
を
集
取
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
。

を
し
、
並
び
に
物
品
を
集
取
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
。

一

当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
事
業
者
の
事
務
所
、
事
業
所
そ

の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
が
所
在
す
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
内
に

お
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防

止
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

２

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る

（
同
上
）

事
務
を
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
す
る

事
務
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
、
当
該
知
事
等
が
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
知
事
等
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
か
ら
同
意
を
求
め
ら
れ
た
と
き

（
同
上
）
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は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
同
意
を
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
消
費
者
庁

長
官
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

消
費
者
庁
長
官
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る

（
同
上
）

事
務
を
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
及
び
当

該
知
事
等
が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
の
内
容
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）
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